
福祉関係の計画を策定しました
いずれの計画も、市ホームページなどで見ることができます。

へきなん障害者ハーモニープラン

高齢者ほっとプラン
（第８期高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画）

へきなん地域福祉ハッピープラン

高齢者ほっとプランとは、高齢
者が住み慣れた地域で安心して生
活できるよう、高齢者の福祉や介
護保険に係るさまざまなサービス
や取り組みを実施していくための
計画です。
それぞれの立場の代表者による

介護保険運営協議会の意見やパブ
リックコメントを通じた市民の皆
さんの意見を反映して作られてい
ます。
■計画の期間　令和３～５年度
■基本理念
高齢者が安心して暮らせる
あたたかい共生のまちづくり
■目標
・健康と生きがいづくり
・支え合う地域づくり
・安心して暮らせる環境づくり

■問　高齢介護課高齢福祉係　☎95－9888
介護保険係　☎95－9889

■具体的な取り組み
●健康と生きがいづくり
高齢者入浴サービス、まちかどサロンの運営、筋トレルーム60の運営、
おたっしゃ大学、多職種合同カンファレンスの実施、シルバー人材セン
ターへの補助、老人クラブ活動費の助成、老人クラブ健康づくり事業、
高齢者教室など

●支え合う地域づくり
敬老会助成、介護予防サポーターやボランティアの育成、ひとり暮らし
高齢者等実態調査、地域包括支援センターの設置、総合相談支援、はな
しょうぶネットワークの運用、介護用品の支給、認知症高齢者等見守り
ネットワーク、認知症高齢者等個人賠償責任保険、認知症への理解促進、
認知症初期集中支援チームの活用、高齢者虐待に関する相談窓口、成年
後見支援など

●安心して暮らせる環境づくり
高齢者見守り配食サービスの補助、緊急通報システム機器の貸与、市内
巡回バスの運営、防災知識の普及・防災体制の整備、ひとり暮らし高齢
者等日常生活用具の給付、シルバーハウジングの整備、避難行動要支援
者名簿の作成、介護保険サービスの充実、介護保険の給付の適正化、介
護人材の確保・資質の向上など

■問　福祉課社会福祉係　☎95－9884
地域を構成している、高齢者・障害者・子どもな

どすべての住民が、共に生き相互に支え合い、地域
の出来事をまず自分事として考えることのできる地
域の構築を目指した地域福祉の推進のため、第３次
碧南市地域福祉計画と第５次碧南市社会福祉協議会
地域福祉活動計画を一体とした新たな「へきなん地
域福祉ハッピープラン」を策定しました。
■計画の期間　令和３～８年度
■基本理念
地域で築く　つながり　支えあうまち　へきなん
■目標
・福祉意識の醸成と担い手の確保・育成
・地域の支え合いの仕組みづくり
・安心・安全に暮らせる地域づくり
■地区別計画
地域共生社会の実現に向けた “支えあうことので

きる地域づくり” を進めるため、市内６地区ごとに
重点目標や具体的な取り組み案を定めました。

■問　福祉課社会福祉係　☎95－9884
障害者のための施策に関する基本的な事項や障害

福祉サービスなどの必要な見込量とその方策を定め
た、第３期碧南市障害者計画、第６期碧南市障害福
祉計画および第２期碧南市障害児福祉計画を一体と
した新たな「へきなん障害者ハーモニープラン」を
策定しました。
■基本理念
互いに尊重し　だれもが支えあうまち　へきなん
障害者計画
■計画の期間　令和３～８年度
■目標
・相談支援の充実
・障害などの早期発見と障害児支援の推進
・就労機会の拡大　　・地域の防災対策の充実
・障害理解の促進と差別解消の推進　など
障害福祉計画・障害児福祉計画
■計画の期間　令和３～５年度
■内　福祉施設の入所者の地域生活への移行などに関
する成果目標、障害福祉サービスなどの見込量及び
方針
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介護保険料を変更します
■問　高齢介護課介護保険係　☎95－9889

４月より65歳以上の人の介護保険料が変わります。介護保険料の額は、介護サービスに必要な費用をまかなえる
ように３年ごとに見直されます。高齢者人口の増加と介護サービスの利用増加の見込みにより、令和３年度から３
年間の基準となる月額は、現行の4,860円から440円増えて5,300円になります。なお、第１段階から第３段階につい
ては、公費によって保険料が軽減されています。

※合計所得金額については、平成30年度の税制改正によって影響が生じないように対応しています。

基準額
 ×  2.00

基準額

基準額
 × 1.20

基準額
 × 0.85

基準額
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対象者段階区分 保険料率

基準額
 × 0.20

第１段階

基準額
 × 0.40

市町村民税本人課税で合計所得金額が120万円未満の人

市町村民税本人非課税で公的年金等収入額と合計所得金額から
公的年金等に係る所得を控除して得た額の合計額が80万円以下
の人

市町村民税本人非課税で第４段階に該当しない人

市町村民税世帯非課税で第１段階、第２段階に該当しない人

基準額
 ×  2.20

市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給の人、生活保護受給
の人、市町村民税世帯非課税で公的年金等収入額と合計所得金
額から公的年金等に係る所得を控除して得た額の合計額が80万
円以下の人

市町村民税世帯非課税で公的年金等収入額と合計所得金額から
公的年金等に係る所得を控除して得た額の合計額が80万円を超
え120万円以下の人

市町村民税本人課税で合計所得金額が600万円以上800万円未満
の人

市町村民税本人課税で合計所得金額が800万円以上1,000万円未
満の人

市町村民税本人課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満
の人

市町村民税本人課税で合計所得金額が120万円以上200万円未満
の人

市町村民税本人課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満
の人

市町村民税本人課税で合計所得金額が300万円以上400万円未満
の人

基準額
 × 1.50

9,010円

7,950円

6,890円

11,660円

6,360円

12,720円

10,070円

10,600円

1,060円

保険料月額

2,120円

4,505円

3,445円

5,300円

基準額
 × 2.40

第６段階

第７段階

第５段階

第８段階

第３段階

第４段階

市町村民税本人課税で合計所得金額が1,000万円以上の人第13段階

第２段階

第12段階

第９段階

第11段階

第10段階
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